
２２－－７７ 大大気気中中ののトトリリチチウウムム濃濃度度

１ 調査方法

１．１ 採取地点及び頻度

採取地点 採取頻度 採取方法

東海村村松(村松測定局)

東海村照沼(常陸那珂東海局(一般環境大気測定局))

ひたちなか市西十三奉行(環境放射線監視センター)

月２回
シリカゲルによる

吸湿法

１．２ 測定方法

大気湿分は、屋外の空気を吸引し、シリカゲルに通して捕集した。回収したシリカゲルに窒素ガスを

流しながら 200℃で乾留し、コールドトラップにより水を回収した。なお、シリカゲルは月２回交換し、

得られた大気湿分を混合して、当該月の測定試料とした。

回収した大気湿分を減圧蒸留し、低 BG液体シンチレーションシステム(日立アロカメディカル製 LSC-

LB7、日立製作所製 LSC-LB8)を用いて測定し、大気湿分中のトリチウム濃度を算出した。

２ 結果の概要

（１）大気湿分中のトリチウムの測定結果を表１、経月変化を図１、経年変化を図２に示した。

（２）令和５年度の平均値は、東海村村松で 3.0Bq/L、東海村照沼で 1.1Bq/L、ひたちなか市西十三奉行で

0.75Bq/Lであった。最大値は、東海村村松で９月の 23Bq/L、東海村照沼で 10月の 3.4Bq/L、ひたち

なか市西十三奉行で 11月の 1.4Bq/Lであった。

東海村村松の９月の最大値(23Bq/L)は、J-PARC で使用している陽子ビーム標的容器の交換作業(９

～10月)に伴うトリチウムの管理放出の影響を受けていると推測される。

（３）令和５年度の平均値は、東海村村松を除く２地点は前年度と比較して同程度であったが、東海村村

松は９月に高い値が測定されたため、前年度と比較して高かった。

表 1 大気湿分中トリチウム濃度

※ 検出限界値未満の場合、検出限界値を用いて平均値を算出した。

※ 平成 30年度の東海村照沼も同様の影響により 9月に高い値が検出

されたため、年平均値が各年度と比較して高くなっている。

単位：Bq/L

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R05
平均

R04
平均

R03
平均

村松 1.1 1.3 1.2 0.91 0.94 23 1.3 1.2 1.1 1.6 1.0 1.4 3.0 1.4 1.1

照沼 0.74 0.77 1.0 0.92 0.65 0.98 3.4 0.69 0.81 1.6 0.94 0.97 1.1 0.90 0.76

ひたちなか市 西十三奉行 ＜0.41 0.96 0.59 0.87 0.50 0.77 0.67 1.4 0.84 0.59 0.52 0.90 0.75※ 0.56 0.45

地点

東海村

図１ 大気湿分中トリチウム濃度の経月変化 図２ 大気湿分中トリチウム濃度の経年変化
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３３－－２２ 緊緊急急時時モモニニタタリリンンググ活活動動訓訓練練

原子力規制庁の人材育成事業の一環として、２日間に渡り緊急時モニタリングセンター(以下、「EMC」と

略)活動訓練を、企画調整グループ、情報収集管理グループ及び測定分析担当総括連絡班に分かれて実施し

た。

１ 目的及び訓練概要

原子力施設が警戒事態となった場合、県は環境放射線監視センターモニタリング班を設置し、モニタリ

ング体制の強化を図るとともに、国が主導する茨城 EMCの立ち上げ準備を行う。施設敷地緊急事態となり

茨城 EMCが設置された後、当センター職員を含む関係者は、茨城 EMCの各グループにおいて緊急時モニタ

リングを実施する。

本訓練は、緊急時モニタリング活動及びモニタリング体制の運用に関する知識・技術等の習得を図り、

緊急時モニタリングの実効性を確保するため、EMC の役割、体制及び活動内容の習得を目的として実施し

た。今年度は、講義、機器類操作実習を経た後、東海第二原子力発電所の発災を想定した実動訓練を実施

した。要員参集状況の確認から始まり、欠測(故障)した測定局への対応、原子力規制委員会が発出した緊

急時モニタリング実施計画を基に、緊急時モニタリング指示書の作成と活動状況の報告等事態の進捗に応

じた活動を行った。

２ 実施日

令和５年１１月３０日、１２月１日

３ 参加者

原子力規制庁 ４名、原子力事業者 ８名、茨城県職員 １４名 計２６名

(その他：コントローラ ７名、評価者 ２名)

４ 訓練日程

＜１１月３０日＞

９：４０～１０：４５ 操作実習：EMC設置機器操作実習（PC等、RAMIS）

１０：５５～１２：００ 操作実習：EMC設置機器操作実習（情報の流れ、NISS）

１３：００～１４：１０ 活動訓練：ガイダンス及び指示書作成のポイント（状況確認）

１４：１０～１４：４０ 活動訓練：ステップ１－１警戒事態

１４：４０～１６：１５ 活動訓練：ステップ１－２施設敷地緊急事態

１６：１５～１６：３０ 振返り

＜１２月１日＞

９：３０～ ９：５０ 状況説明

９：５０～１２：１０ 活動訓練：ステップ２全面緊急事態(放出)

１２：２５～１２：４０ 状況説明

１２：４０～１５：００ 活動訓練：ステップ３全面緊急事態(沈着後)

１５：１０～１６：２０ 振返り

５ 主な成果及び課題

・ 各活動グループ内において役割分担がよくできており、情報共有やお互いのフォローがよくできて
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３３－－２２  緊緊急急時時モモニニタタリリンンググ活活動動訓訓練練  

原子力規制庁の人材育成事業の一環として、２日間に渡り緊急時モニタリングセンター(以下、「EMC」と

略)活動訓練を、企画調整グループ、情報収集管理グループ及び測定分析担当総括連絡班に分かれて実施し

た。 

１ 目的及び訓練概要 

 原子力施設が警戒事態となった場合、県は環境放射線監視センターモニタリング班を設置し、モニタリ

ング体制の強化を図るとともに、国が主導する茨城 EMCの立ち上げ準備を行う。施設敷地緊急事態となり

茨城 EMCが設置された後、当センター職員を含む関係者は、茨城 EMCの各グループにおいて緊急時モニタ

リングを実施する。 

本訓練は、緊急時モニタリング活動及びモニタリング体制の運用に関する知識・技術等の習得を図り、

緊急時モニタリングの実効性を確保するため、EMC の役割、体制及び活動内容の習得を目的として実施し

た。今年度は、講義、機器類操作実習を経た後、東海第二原子力発電所の発災を想定した実動訓練を実施

した。要員参集状況の確認から始まり、欠測(故障)した測定局への対応、原子力規制委員会が発出した緊

急時モニタリング実施計画を基に、緊急時モニタリング指示書の作成と活動状況の報告等事態の進捗に応

じた活動を行った。 

２ 実施日 

令和５年１１月３０日、１２月１日 

３ 参加者 

原子力規制庁 ４名、原子力事業者 ８名、茨城県職員 １４名 計２６名 

(その他：コントローラ ７名、評価者 ２名) 

４ 訓練日程 

＜１１月３０日＞ 

９：４０～１０：４５ 操作実習：EMC設置機器操作実習（PC等、RAMIS） 

  １０：５５～１２：００ 操作実習：EMC設置機器操作実習（情報の流れ、NISS） 

  １３：００～１４：１０ 活動訓練：ガイダンス及び指示書作成のポイント（状況確認） 

  １４：１０～１４：４０ 活動訓練：ステップ１－１警戒事態 

  １４：４０～１６：１５ 活動訓練：ステップ１－２施設敷地緊急事態 

  １６：１５～１６：３０ 振返り 

＜１２月１日＞ 

  ９：３０～ ９：５０ 状況説明 

９：５０～１２：１０ 活動訓練：ステップ２全面緊急事態(放出) 

１２：２５～１２：４０ 状況説明 

  １２：４０～１５：００ 活動訓練：ステップ３全面緊急事態(沈着後) 

  １５：１０～１６：２０ 振返り 

５ 主な成果及び課題 

・ 各活動グループ内において役割分担がよくできており、情報共有やお互いのフォローがよくできて
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ⅢⅢ 資資 料料

いた。 

・ 企画調整グループにおいて、検討や作業に必要となる掲示物、マニュアル、データ等が不足してい

たことから用意しておく必要がある。 

各員が自分の役割を理解し積極的に行動しており、情報共有やお互いのフォローがよくできていた。 

・ 情報収集・管理グループと企画調整グループの間で情報がスムーズに伝達されない点があったが、

必要に応じてテレビ会議にて確認することで改善した。 

各員が自主的に行動し、やるべき仕事が抜けることなく作業を行えた。 

・ 測定分析担当において、環境試料採取時にホット対応とコールド対応を現場で決定したが、事前に

懸案事項や不安等を共有する必要があった。 

・ 汚染防止対策を意識し、帰庁時の汚染検査の動線を適切に養生できた。

・ その他、クロノロジーシステムやラミスについて、システム操作に係る改善を要望する点が多数挙

げられた。 
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